
１．点検対象

２．実施期間

３．点検者

４．点検後の措置

関係行政機関、施設の管理者及び河川管理者が合同で点検します。

危険箇所や支障箇所が確認された場合は、誤って利用者が近づかないように立ち入り規制等
の応急的な対策を取りつつ危険の周知に努めます。また、詳細な点検を実施した後、速やか
に必要な対策をとります。

平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ 日
最上川ダム統合管理事務所

最上川ダム統合管理事務所が管理しているダム周辺で、日常 人が多く集まるような施設・水
辺を中心に１１箇所の点検を実施します。

平成２５年 ７月 ２日（火）～平成２５年 ７月９日（火）

お知らせ 

  近年、河川やダムが安らぎや憩いを求める場、スポーツやレクリエーション 
活動の場として多くの人々に利用されています。 
  最上川ダム統合管理事務所では、大勢の人出が予想される夏休みを前に、 
安心して施設を利用していただけるよう、地域の方と一緒に点検を実施します。 

夏休みを前にダム施設の安全利用点検を 

地域の方と一緒に実施します 

実施（予定）日 寒河江ダム

白川ダム

長井ダム

点検箇所 寒河江ダム ダム堤体・管理庁舎周辺、砂子関地区展望広場

まねきの丘、上島地区

白川ダム ダム堤体・管理庁舎周辺、湖岸公園、コテージ村付近広場

長井ダム ダム堤体・管理庁舎周辺、野川防災センター

右岸展望広場、合地沢湖面広場

点検実施者 寒河江ダム 最上川ダム統合管理事務所

西川町

西川町総合開発(株)

維持工事請負業者

白川ダム 最上川ダム統合管理事務所 白川ダム管理支所

飯豊町

(株)みどりのふるさと公社

維持工事請負業者

長井ダム 最上川ダム統合管理事務所 長井ダム管理支所

山形県西置賜総合支庁

長井市

まなび館 NPO最上川リバーツーリズムネットワーク

維持工事請負業者

平成２５年 ７月 ９日（火） １３：００～

平成２５年 ７月 ９日（火） ９：００～

平成２５年 ７月 ２日（火） １３：００～




